
 

2026年度（令和8年度）  中部
なかべ

奨学会奨学生募集要項  

 
 

中部奨学会では、以下の募集要領により、２０２６年度奨学生を募集します。  

 

１．応募資格  

大 学 学 部 ・ 大 学 院 に 在 籍 す る 学 生 （ 学 年 は 問 わ な い ） で 人 物 ・ 学 業 と も に 特 に  

優れ 、健 康に し て経 済的 理由 （独 立 行政 法人 日本 学生 支 援機 構が 実施 する 第 二種  

学資金の対象となる者と同程度（別紙参照））により著しく就学が困難な者  

 

２ . 募集人員       

支  給  生     大学院博士後期課程   ３名  

支  給  生     大学院博士前期課程   ２名  

支  給  生     大学（含短期大学）   ２名  

貸  与  生     大学院博士前期課程   ２名  

貸  与  生     大学（含短期大学）   ３名  

 

３ . 募集期間  

２０２６年４月１日（水）より５月１０日（日）必着まで  

 

４．奨学金の額（月額）  

大学院博士後期課程     ６０，０００円（支給）  

大学院博士前期課程     ６０，０００円（支給・貸与）  

大学（含短期大学）     ３５，０００円（支給・貸与）  

 

５．奨学金の貸与・支給の期間  

２０２６年４月から、在学校における最短修業年限の終期まで  

 

６．提出書類  

1)奨学生願書  

2)奨学生推薦調書  

①在学校長等の推薦書：書式は自由ですが、以下の項目は必ず記入して下さい  

 宛名：公益財団法人  中部奨学会  理事長  宛  

被推薦者（出願者）の氏名  

被推薦者（出願者）の在学校名、学部、学科あるいは研究科、専攻、学年等  

推薦所見、推薦文  

在学校名・学校長（学長）名の記名・押印  

②成績証明書  

新入生：出身学校あるいは出身課程の成績証明書  

在学生：在籍する大学あるいは課程の成績証明書  

3)２０２５年分の収入に関する証明書類（源泉徴収票又は確定申告書 (写し可)）  
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７ . 書類提出方法および期限  

提出方法：在学校奨学金担当部署から郵送にて出願願います。  

提出期限：２０２６年５月１０日（日）必着  

８．採用者決定および通知  

２０２６年６月下旬までに選考委員会にて採用を決定し、応募大学（奨学金  

ご担当部署）あてに採否を通知します。  

９．貸与金の返還  

奨学金（貸与金）の返還は、貸与終了１年後から開始し、１５年以内に完済して  

いただきます。返還期間は選択できます。  

貸与奨学金は無利息です。  

支給生については返還の必要はありません。  

１０．その他  

当会奨学規程によります。  

ご不明な点につきましては、中部奨学会ホームページ「お問い合わせ」より  

ご連絡ください。  

１１．応募書類送付先  

公益財団法人  中部奨学会 事務局 

〒253-0052 神奈川県茅ケ崎市幸町 21-3 ユニマット茅ヶ崎駅前ビル 3F 

ホームページﾞ：https://nakabe-foundation.org/

以上   
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（別紙１） 

独立行政法人 日本学生支援機構の第二種奨学金における家計基準 

 

生計維持者（原則あなたの父母（父母ともいない場合は、代わって生計を維持している主たる人）について、次

の基準に該当する必要があります 

 

 

 

（※１）収入については、2024 年（１月～12 月）の収入に基づく 2025 年度住民税情報により算出された貸与額

算定基準額が上表に該当するか審査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

世帯 

人数 
想定する世帯構成 

(★)が給与所得者の世帯 

（年間の総収入金額） 

(★)が給与所得者以外の世帯 

（年間の所得金額） 

２人 本人、親Ａ(★) １,１80 905 

３人 本人、親Ａ(★)、親Ｂ(無収入) １,１27 891 

４人 本人、親Ａ(★)、親Ｂ(★※)、高校生 １,309 937 

５人 本人、親Ａ(★)、親Ｂ(★※)、高校生、中学生 １,３87 1,003 

 

 

 

 

 

＜日本学生支援機構「貸与奨学金（大学等で受ける第二種奨学金の家計基準（在学採用）」より関係部分を抜粋＞ 

 

希望する奨学金 家計基準（※１） 

第二種奨学金 生計維持者の貸与額算定基準額が 381,500 円以下であること 

 

【参考】収入・所得の上限額の目安（第二種） 

表中の数字はあくまで目安です。収入基準は 2024 年の収入・所得に基づく住民税情報等により設定されているため、 

世帯構成、障がい者の有無等により、目安の金額を上回っていても基準を満たす場合や下回っていても基準を満たさない

場合があります。                                                         (単位：万円) 

※親Ｂは、例として、給与所得の場合(左表)は収入 300 万円、給与所得以外の場合(右表)は所得 200 万円と 

しています。 



1 

 

『奨学生願書』出願にあたっての注意事項 

 

被推薦者本人が事前に Web で出願して出願内容を印刷した「奨学生願書」を貴学に提出しますので、

貴学にて奨学生推薦調書・成績証明書を添付のうえ、当会あてにご送付ください。 

 

 

【Web 出願手続きについて】 

被推薦者本人が当会ホームページにて、必要事項を入力し、提出用の「奨学生願書」を印刷します。

（詳しくは以下の Web サイト内 Q&A 等をご参照ください。） 

 中部奨学会ホームページ： https://nakabe-foundation.org/ 

 

＝参考『入力上の注意事項』＝ 

 

１．希望する応募区分を選択してください。 

    大学院博士前期課程および大学（短期大学）学部生の方で、支給生に採用されなかった場合で

も貸与を希望する場合（あるいはその逆の場合）には、支給生・貸与生の両方に応募可能です。

その場合には応募区分「支給生又は貸与生」を選択してください。 

 

２. 在籍校情報欄で本人の入学および卒業・修了予定日を入力してください。 

 

３．年を記入する場合は「西暦」で入力してください。 

 

４. 同一生計者の家族欄について 

◼ 家族数とは、本人を含む人数を入力してください。 

上記のうち、応募者本人に収入がある場合は、本人も含む収入のある家族の人数を入力して 

ください。 

◼ 応募者本人に収入がある場合は、本人を含め収入がある家族の中から上位４名の所得金額を記

入してください。その際、源泉徴収票または確定申告書（写し可）を確認し、コピーを添付し

て提出してください。 

 

５．参考事項欄 

◼ 本人の１か月あたり平均収支について 

奨学金を希望する本人の１ヶ月平均の収入（仕送り、アルバイト、奨学金、その他）と支出（生

活費、交通費、学生納付金、書籍・学用品、その他）を入力してください。 

    ※（）内の奨学金は、現在受給中の奨学金の月額金額 

    ※学生納付金は、申請年度に在学校へ納める 1 年間の総額を 12 か月で割った金額 

 

６．本人及び連帯保証人は、各自がそれぞれ署名捺印をし、印鑑は別々の物を使用してください。 

 

https://nakabe-foundation.org/
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【推薦調書作成について】 

 「推薦調書」とは、「在学校長等の推薦書」と「成績証明書」の両書類を指しております。 

 

１．「在学校長等の推薦書」について 

  推薦書の書式は自由ですが、以下の項目は必ず記入してください。 

① 宛名：公益財団法人 中部奨学会 理事長 宛 

② 被推薦者（出願者）の氏名 

③ 被推薦者（出願者）の在学校名、学部、学科あるいは研究科、専攻、学年等 

④ 推薦所見、推薦文 

⑤ 在学校名、学校長（学長）名の記名・押印 

※記名・押印は原則学校長（学長）名ですが、事情がある場合には学部長等による

ものも認めます。  

 

２．「成績証明書」について 

  新入生は、出身学校（課程）の成績証明書を、在学生は、在学校（課程）の成績証明書をご用意く

ださい。 

 

以上 

 

- 



 

 

 

 

 

 

公益財団法人 中部
な か べ

奨学会
しょうがくかい

 

出願のしおり 

 
（公益財団法人中部奨学会奨学規程） 

 

 

 
               公益財団法人中部奨学会は、我国水産業の先覚者中部幾次郎翁の 

顕徳事業の一環として翁の意志を体して育英事業を行う為、翁の恩 

顧を被り、私淑する者の出捐に依り、優秀なる学徒にして経済的理 

由の為修学困難な者に学資を支給又は貸与して教育の機会均等をは 

かり社会の健全な発展に貢献しようとする目的のもとに設立された 

財団法人中部奨学会を基礎として設立された育英機関である。 

 

 

 

 

 

 
公益財団法人 中部奨学会 事務局 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://nakabe-foundation.org/ 
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公益財団法人中部奨学会奨学規程 
 

（奨学生の資格） 

第 １ 条         本会が学資を支給又は貸与する学徒は、高等学校以上に在学し、品行方正、身

体強健で次ぎの条件を有する者でなければならない。  

(1）学資を支給する学徒は、学術成績抜群なる者及び別に定める資格を有する短

期大学、大学および大学院に在学する学生とする。  

(2) 学資を貸与する学徒は、学術優秀にして学資の支弁が困難と認められる高等

学校以上に在学する学生とする。 

    ２．本会から学資の支給又は貸与を受ける学生をそれぞれ奨学支給生又は貸与生

（以上を奨学生と総称する）といい、支給又は貸与する学資をそれぞれ奨学支給

金又は貸与金（以上を奨学金と総称する）という。  

 

（奨学金の額） 

第 ２ 条         奨学金の額は次の区別により定めるものとし、本人の希望、家庭の事情などを

    参酌して決定する。  

    （1）高等学校又はこれと同程度の学校の奨学生  

    （2）大学、短期大学又はこれと同程度の学校の奨学生  

    （3）大学院又はこれと同程度の学校の奨学生  

    奨学金金額については、下記の通りとする。  

 

     高等学校奨学生         月額 ２０，０００円（貸与） 

     大学・短期大学奨学生      月額 ３５，０００円（支給・貸与） 

     大学院（博士前期課程）奨学生  月額 ６０，０００円（支給・貸与） 

     大学院（博士後期課程）奨学生  月額 ６０，０００円（支給） 

 

（支給又は貸与の期間） 

第 ３ 条         奨学金を支給又は貸与する期間は、高等学校、短期大学、大学、および大学院

    （博士前期・博士後期）の正規の就学期間とする。 

 

（申請手続） 

第 ４ 条         奨学生志望者は在学学校長の推薦を受け、所定の次の書類を提出して申請しな

    ければならない。 

    （1）奨学生願書 

    （2）奨学生推薦調書  

  ２．奨学生願書には、連帯保証人が連署しなければならない。連帯保証人は、原則と
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して本人の父母、成年者たる兄姉又はこれに代る者とする。  

（奨学生の決定） 

第 ５ 条         奨学生は奨学生選考委員会の選考を経て理事会で決定する。 

 

（学業成績の届出） 

第 ６ 条         奨学生は、在学学校長を経て毎学年末学業成績表を提出しなければならない。  

 

（在学中の異動届出） 

第 ７ 条         奨学生は、次の場合には連帯保証人と連署して、在学学校長を経て直ちに届出

    なければならない。但し、本人が疾病その他事故のため届出ることができないと

    きは連帯保証人から届出なければならない。  

    （1）休学、復学、転学又は退学したとき 

    （2）本人、連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき  

 

（奨学金の交付） 

第 ８ 条         奨学金は、毎月奨学生に交付する。但し、特別の事情あるときは更に数月分を

    併せ交付することがある。  

第 ９ 条         特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することがある。  

   ２．奨学生は、何時でも在学学校長を経て奨学金の減額又は辞退を申し出ることが

出来る。 

 

（奨学金の休止） 

第１０条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金を休止する。  

 

（奨学金の復活） 

第１１条  前条の規程により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで

    在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。  

 

（支給又は貸与期間の短縮） 

第１２条  奨学生の学業成績の状況により、奨学金の支給又は貸与期間を短縮することが

    できる。 

 

（奨学金の停止又は廃止） 

第１３条  奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学金を停止又は廃止

    する。 

    （1）傷痍、疾病などのために生業の見込みがないとき  

    （2）学業成績又は操行が不良となったとき  

    （3）奨学金を必要としない理由が生じたとき  

    （4）休学、転学が適当でないとき  
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    （5）その他奨学生として適当でないとき 

（奨学貸与金の返還） 

第１４条  奨学貸与金は卒業の月の１年後から１５年の期間にその全額を月賦、半年賦、

    又は年賦で返還しなければならない。 

第１５条 奨学貸与生が次の各号の一に該当したときは、その月の１年後から前条に準  

    じ奨学貸与金を返還しなければならない。  

(1) 退学 

(2) 奨学貸与金の辞退 

(3) 奨学貸与金の廃止 

   ２．奨学貸与生が死亡したとき、その他特別の事情あるときは、別段の返還方法を

指示する。 

 

（借用証書） 

第１６条  奨学貸与生が卒業し又は前条の各号の一に該当したときは、連帯保証人と連署

    して、在学学校長を経て、所定の借用証書を提出しなければならない。但し、 

    連帯保証人は独立の生計を営む者でなければならない。  

 

（卒業後の異動届） 

第１７条  奨学貸与生であった者は、奨学貸与金返還完了前に本人、連帯保証人の身分、

    住所、職業、その他重要な事項に異動があったときは直ちに届出なければならな

    い。但し、本人が疾病などのため届出ることができないときは、連帯保証人又は

    家族が届出なければならない。  

 

（返還猶予） 

第１８条  奨学貸与生であった者が、疾病その他正当な事由のために奨学貸与金の返還が

  困難になった場合は、その事由に応じてそれぞれ証明することのできる書類を添

  付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。  

第１９条  奨学金の返還猶予の願出があったときは、実状に応じ理事長が返還の猶予期間

を指示する。 

 

（延滞利息） 

第２０条  正当と認められる事由がなくて奨学貸与金の返還を遅延したときは、延滞利息

を徴収する。 

 

（死亡の届出） 

第２１条  奨学貸与生が死亡したときは、連帯保証人は死亡診断書、及び奨学金借用証書

    を添え在学学校長を経て、直ちに届出なければならない。  

   ２．奨学貸与生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は

遺族は戸籍抄本を添えて、直ちに届出なければならない。  
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（返還免除） 

第２２条  奨学貸与生又は貸与生であった者が奨学金返還完了前に死亡し、又は不具もし

    くは身体の機能に著しい傷害を生じて労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済

    額の全部又は一部について返還不能となったとき、その他特に必要があるときは

    その全部又は一部の返還を免除することがある。 

 

（返還免除の願出） 

第２３条  奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人と

    連署のうえ、次の各号の書類を添付し奨学金返還免除願を提出しなければならな

    い。   

（1）死亡によるときは戸籍抄本、不具廃疾によるときはその事実及び程度を証  

する医師の診断書 

    （2）返還不能の事実を証する書類 

 

（返還免除願出の期限） 

第２４条  奨学金返還免除願は、返還不能の事由が生じたときから１年以内に提出しなけ

    ればならない。但し、特別の事情があったと認められるときは、更に１年以内そ

    の期限を延長することができる。  

 

（返還免除の決定） 

第２５条  奨学金返還免除の願出があったときは、理事会において審査決定し、その結果

を本人、相続人、又は連帯保証人に通知する。 

   ２．貸与奨学生のうち品行方正、学術優秀顕著と認める者に対し返還金の２分の１

まで減額することができる。 

 

（実施細目） 

第２６条 この規程の実施に関して必要なる事項は理事会において決定する。 

 

 

附  則 １．この規程は、平成12年４月１日から実施する。  

     ２．この規程の一部改正は、平成17年４月１日から実施する。 

         ３．この規程の一部改正は、平成24年４月１日から実施する。 

     ４．この規程の一部改正は、平成29年４月１日から実施する。 

     ５．この規程の一部改正は、令和２年４月１日から実施する。  


